
第１－１号様式（ＮＴＴ柱への新設）            令和 8年 4月改版 

※株式会社ＮＴＴフィールドテクノ発行の添架承諾書の写しも併せてご提出ください。 

防犯灯設置等助成金交付申請書 

令和   年   月   日 

松 山 市 防 犯 協 会 

会長 野志 克仁 様           申請者（設置者） 

 

 

 

 

 
町内会等名  

役 職 名  

フ リ ガ ナ  

氏 名 

署名又は記名押印 

 

          印 

四国電力お客様番号（契約種別：公衆街路灯 A） 

ハイフンを抜くと 12 または 13 桁になります。 
住 所 松山市 

５ １            電 話 番 号  

 

   次のとおり、防犯灯設置等助成金の交付を受けたいので申請します。 

   防犯灯は、町内会・自治会等の所有であり維持管理をいたします。 

   この助成金の請求受領に関する一切の権限は、工事組合に委任します。 

工事内容 ＬＥＤ防犯灯（１０Ｗ以下）新設 

設置場所 

ＮＴＴ柱（電柱番号） 

および所在地 
※太枠の部分を町内会・自

治会等でご記入ください。 

電柱番号：               

 
所 在 地：               

助成金額 
工 事 費 その他費用※ 合  計 

円 円 円 

太枠の部分を町内会・自治会等でご記入ください。 

住宅地図のコピーに設置箇所を「赤丸」で表示し、必ず添付してください。 

※島しょ部のフェリー代です。設置場所の状況により発生したその他経費は助成できません。 

 

防犯灯設置等助成金交付決定書 

令和   年   月   日 

申請のありました防犯灯設置等助成金を交付することに決定いたしました。 

 

松山市防犯協会会長  野 志 克 仁   印 

助成が決定したのち、電気料金の請求を貴町内会等と合致させるために

必要です。四国電力の請求明細書をご確認ください。 

※町内会等で支払っているどの番号でも可。 
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《申請にあたっての注意事項》 
 この申請書は、町内会や自治会などの団体が生活道路を照らす防犯灯をＮＴＴが所有する電柱に新設す

る場合の申請書です。設置を希望する防犯灯１灯ごとに提出してください。 

電柱に白いプレートが２枚ある場合は、上のプレート（電柱の設置所有者）で申請してください。 

 

≪下記をお読みいただき申請してください。≫ 
設置を希望する場合は、市防犯協会に事前に問い合わせてください。また、設置後の苦情や、他の場所

への移設、撤去などは、申請者（町内会等）で対応していただきますので、設置場所や灯数などの詳細を

団体内や設置場所の近隣にお住まいの方などと、事前に十分協議してください。 

 

１．提出書類 以下①～④の準備ができましたら提出してください。 
□ ①防犯灯設置等助成金交付申請書の原本（第１－１号様式（ＮＴＴ柱））※この書類です。 

□ ②住宅地図のコピー等（防犯灯設置場所に赤色で印をつけてください） 

□ ③写真２枚必須（電柱全体写真とプレートのアップ 各１枚） 

□ ④株式会社ＮＴＴフィールドテクノ発行の添架承諾書の写し 

※④については、NTT西日本株式会社の添架申請サポートＷＥＢをご確認ください。

https://www.ntt-west.co.jp/tenga 

または、株式会社ＮＴＴフィールドテクノ：089-909-6235 までお問い合わせください。 

 

２．受付期間 3月末･6月末･9月末･12月末※が締め切りです。 
 随時受け付けています。ただし、年度内に設置できるのは※令和８年１２月２８日受付分までです。 
◆各締め切りの翌月にまとめて審査・決定しますので、申請から設置までに数か月かかります。 

◆審査の結果、助成が認められない場合があります。 

◆NTT柱への添架承諾を受けた場合も市防犯協会による審査の結果、助成できないことがあります。 

 
３．審査のポイント 
◆以下の場合は助成できません。 

・直線１０メートル未満に防犯灯があり、機能しているとき。 
・軒下への設置、老朽化した既設ポール（木柱含む）への設置 

◆下記に基づき優先順位を決めて実施します。 
・多くの人が通る生活道路（交差点・通学路・市道）への設置。 
・電柱への設置。 
・既存の防犯灯との距離が３０メートル以上離れている。 

 

４．申請から設置まで 

◆審査に伴い、助成が決定し設置するまでに数か月かかる場合があります。 

また、ＮＴＴが所有する電柱への設置は、事前にＮＴＴへの添架承諾申請の手続きが必要ですので、 

お早めにお手続きを済ませてください。 

◆施工完了後、添架工事着工完了届などのお手続きが別途必要です。 

施工業者名や施工完了日などの申請に必要な情報は、後日市防犯協会からお知らせします。 
    

５．提出先 
新設の申請書は、署名または記名押印した原本を松山市防犯協会事務局（市民防災安全課内） 

または各支所・出張所へご提出ください。 

【お問合せは、松山市防犯協会事務局まで】 

〒790-8571 松山市二番町四丁目７番地２（本館５階市民防災安全課内） 

電話：９４８－６７３６ ＦＡＸ：９３４－３１５７ 

申請書は上記窓口に置いているほか、市ホームページからダウンロードできます。 

 

松山市防犯灯 申請 
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上段のプレートで 

申請してください 

https://www.ntt-west.co.jp/tenga

